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中央衛生処理場運転管理等業務委託プロポーザルについて、審査基準等に基づき、参加

者の業務提案書等を厳密に審査し、本業務の受託予定者を選定しましたので、次のとおり

結果を報告します。 

 

 

１．審査結果の概要 

 中央衛生処理場運転管理等業務委託の受託予定者を選定するため、令和２年１１月に設

置された「中央衛生処理場運転管理等業務委託受託予定者選定委員会」（以下「選定委員会」

という。）では、本プロポーザルに参加意志を表明し、業務提案書を提出した株式会社能代

タイセイに対し、令和３年２月１７日、能代山本広域交流センターにおいてプレゼンテー

ション及びヒアリングを実施し、担当者から業務提案書等の説明を受け、疑問点を確認し

たうえで、同日に第２回選定委員会を開催し、提案内容が本業務の受託者に適していると

認め受託予定者に選定しました。 

 

 

２．選定までの経緯 

令和２年１１月１９日（木） 第１回選定委員会開催 

              ・募集要項等を決定した。 

    １１月３０日（月） 公告（募集要項等発表） 

    １２月２１日（月） 参加申込書等の提出期限 

               ・１者から参加申込書の提出があった。 

     １２月２５日（金） 参加資格確認結果通知送付 

・参加申込のあった１者が参加資格要件を満たすことを

確認し、結果を通知するとともに、１月２９日までに

業務提案書等を提出するようあわせて通知した。 

 令和３年 １月２９日（金） 業務提案書等の提出期限 

               ・参加表明をした１者から業務提案書の提出があった。 

      ２月１７日（水） 第２回選定委員会開催 

・プレゼンテーション及びヒアリング 

・評価、審議、受託予定者選定。 

 

 

３．審査の結果 

 提案者は、株式会社能代タイセイの１者でした。業務提案書の内容をもとに、受託予定 

者選定基準に沿って、選定委員会で評価・採点をした結果、技術的要素である一般事項、 

技術的事項、社会的事項の合計３５０点満点のうち２８６点を獲得し、最低基準点２１０ 

点を上回ったことから、受託予定者として選定しました。 
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項  目 得 点 

（Ａ）一般事項                                        

 ①受託実績 ５０点 

（Ｂ）技術的事項                                             

 ①業務体制                                  ４２点 

 ②運転管理業務に関する企画及び技術提案 ４０点 

 ③保守管理業務に関する企画及び技術提案 ４０点 

 ④調達管理業務に関する企画及び技術提案 ３８点 

（Ｃ）社会的事項  

  ①地域貢献に関する取り組み ３８点 

  ②環境保全に関する取り組み ３８点 

     計 ２８６点 

（Ｄ）価格点 ３０点 

合      計 ３１６点 

 

４．審査講評 

本プロポーザルでは、運転管理業務をはじめとする専門技術能力だけでなく、公共サー

ビスを提供する自覚と高い倫理観、サービス向上のための意欲的かつ創造的な取り組み等

において、民間の創意工夫や、ノウハウを活かした事業者の提案を望んでおりました。 

参加いただきました株式会社能代タイセイにおかれましては、業務に対する熱意と誠意

ある提案を頂きましたことに対し、深く感謝申し上げます。 

株式会社能代タイセイからは、設備の運転操作業務においては、作業手順、操作、調整 

等において指標や基準を定め、運転操作ミスの防止に努めることなどにより、確実な業務

の履行を目指すことや、急激な搬入量の増減に備え、貯留量を一定の範囲で調整すること

など、本施設の運営状況を十分理解した上で、独自のノウハウや工夫を凝らした具体的な

提案があり、要求された水準を満たす内容でありました。 

また、業務体制については、経験豊富な総括責任者を配置し、業務への柔軟な対応を目

指すとともに、急な欠員に備え、職員が幅広い業務に対応できるような体制を整える内容

の提案がされており、また緊急時対応等の危機管理についても、災害発生時に備え、本社

等からのバックアップ体制を事前に準備していることなど、要求する水準から一歩踏み込

んだ内容であったと評価しております。 

今後、令和３年度から５年間、運転管理業務委託が実施されることになりますが、株式

会社能代タイセイには、組合からの要求水準及び今回挙げられた提案事項について、確実

な履行をお願いするとともに、し尿・浄化槽汚泥処理施設運営に関する豊富な経験、技術

力を活かした安全で安心な施設運営はもとより、地域貢献及び周辺環境への保全対策にも

取り組みながら、本業務を円滑に遂行することを期待します。 

 

令和３年２月１７日 

                           選定委員会 

                           委員長 今 井 一 晴 


